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平成１２年４月に始まったあたらしい「成年後見制度」では、将来の不安に備えて自分であらかじめ後見人を選ぶ「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分ですぐに支援が必要な場合の「法定後見制度」という２つの制度による支援が受けられます。


　私たちはこの成年後見制度を必要な方に使っていただけるよう、地域の社会福祉協議会などとも協力・連携して、「成年後見制度」の情報提供と相談、成年後見制度の活用支援をはじめ、日常生活から財産の管理・処分に関することなど、不安を抱えておられる方々を広くサポートする活動を行っています。


　本冊子では、成年後見の２本柱のうちの１つである、任意後見制度を基本的な制度解説と私たちがこれまで受任した具体的事例によって、詳しくご紹介させていただきます。


ご本人の自己決定の尊重の理念が最大限に生かされる任意後見制度についての理解が広まり、この制度の活用が進むための一助になれば幸いです。
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「任意後見制度」とは、本人が、判断能力（契約締結に必要な能力）が十分なうちに、公正証書により「任意後見契約」を締結し、「任意後見人」となることを受任した者（以下「任意後見受任者」といいます）に対し、将来、自分の判断能力が不十分になった場合の後見事務についてあらかじめ代理権を付与しておき、実際に本人の判断能力が不十分になった場合に、その契約を発効させ、自分の選んだ任意後見人に自分の委託した後見事務を行ってもらう制度です。
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　任意後見制度は、家庭裁判所の審判による法定後見制度と異なり、任意後見人の代理権の範囲から報酬に関する事項まで、当事者間で契約により自由に定めることができます。本人が任意後見受任者に対し委託する事務の内容は「生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部」とされており、具体的には「財産管理」と「身上監護」に大別されます。
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本人の資産や負債、収入や支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を維持していくことです。たとえば、本人の所有する不動産の管理、金融機関との預金取引、年金・家賃の受領、入院費の支払いなどがあります。
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本人の身上の世話や療養看護に関することです。たとえば、介護サービス利用契約の締結、老人ホーム入所契約の締結、入院契約の締結などがあります。


なお、本人との面会、情報収集、契約締結、費用の支払い、施設サービス・介護サービスにおける処遇の監視と異議申立てなどは身上監護に含まれますが、毎日の買物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護などは身上監護には含まれません（身体介護はヘルパーさんにお任せし、そのヘルパーさんを本人に代わって手配し、介護サービス利用契約を締結することが任意後見人の職務です）。
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　　任意後見制度を利用するためには、まず、本人の判断能力が十分なうちに、本人が、公証人の作成する公正証書により、任意後見受任者に対し、判断能力が不十分になった場合の後見事務について代理権を付与しておく必要があります。





【任意後見契約公正証書作成に必要な書類・費用】


必要書類�
費　　用�
�
□　本人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書及び実印


□　任意後見受任者の住民票の写し、印鑑証明書及び実印�
□　公証人手数料　１１，０００円 


□　登記印紙代　　　４，０００円 


□　登記嘱託料　　　１，４００円 


□　書留郵便料約　　　　５４０円 


□　用紙代　　　　　１枚２５０円�
�
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任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になり、本人、配偶者、４親等内の親族、任意後見受任者が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の審判の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることにより発効します。そして、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、後見事務を開始します。





【任意後見監督人選任の審判の申立てに必要な書類・費用】


必要書類�
費　　用�
�
□　申立書、申立事情説明書


□　申立人の戸籍謄本


□　本人の戸籍謄本、住民票の写し、後見登記事項証明書、登記されていないことの証明書、財産目録・収支状況報告書及びその資料


□　任意後見受任者事情説明書


□　任意後見契約公正証書の写し


□　診断書（成年後見用）�
□　収入印紙　　　８００円


□　登記印紙　２，０００円


□　郵便切手　２，９８０円


（内訳５００円切手×４枚、８０円切手×１０枚、２０円切手×４枚、１０円切手×１０枚�
�
（※　平成２１年４月現在の東京家庭裁判所本庁・立川支部のもの）
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佐藤春子さん（７０歳）は、４０年程前から東京都にお住まいで、現在、アパートを賃借し、一人暮らしをしています。独身で、ご両親は既にお亡くなりになり、お兄さんと、お兄さんの長男夫婦が静岡県に住んでいます。





春子さんは、これまで身の回りのことを何でも一人でやってこられましたが、最近、ご自身の将来のことが心配になってきました。そんな折、知人から「任意後見制度」という制度があることを教えてもらい、いろいろ調べた結果、ご自身の将来に備えて「任意後見契約」を締結することにしました。





そこで、おいの山田夏一郎さん（５５歳）に電話をかけて、任意後見人を引き受けてほしいとお願いしました。夏一郎さんは、「いいよ。身元引受人みたいなものだろう」と言って、一度は引き受けてくれましたが、後日、「会社の友人から聞いたのだけど、こまめに銀行へ行って生活費を下してきたり、財産目録を作成しなければならなかったり、結構大変みたいだね。おばさんの役に立ちたいけど、僕も病気の親父の世話があるし、静岡県から東京都は遠いので、なかなか難しいよ」と言われてしまいました。





春子さんは、大変残念に思いましたが、気を取り直して、最寄りの社会福祉協議会へ相談に行ったところ、職員の方が「それなら良い専門家がいますよ」と言って、ＮＰＯライフサポート東京を紹介してくれました。





春子さんは、ＮＰＯライフサポート東京の事務所へ行き、行政書士・行政太郎さんと「任意後見契約」について打ち合わせをしました。「代理権目録」のうち、差しあたり必要と思われるものは、「金融機関との取引に関する事項」「介護契約その他の福祉サービス利用契　　　　　約等に関する事項」などでしたが、行政太郎さんのアドバイスを受け、念のため、「相続に関する事項」などにも代理権を付けておくことにしました。





その後も、何度か打ち合わせを重ね、春子さんの納得のいく「任意後見契約」の契約書原案が完成しました。そこで、春子さんと、行政太郎さんは、最寄りの公証役場へ行き、無事に春子さん・ＮＰＯライフサポート東京間の「任意後見契約公正証書」を締結し、公証人の嘱託により、「任意後見登記」も完了しました。





春子さんが、ＮＰＯライフサポート東京と「任意後見契約」を締結してから１０年の歳月が経ちました。最近、春子さんは、預金通帳を紛失してしまったり、友人との約束の日時を忘れてしまったりすることが多くなり、不安を感じるようになりました。そこで、行政太郎さんに勧められて、かかりつけの内科医に「診断書」を作成してもらったところ、軽い認知症であるとの診断を受けました。
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ＮＰＯライフサポート東京は、主に高齢者の方々の成年後見制度の利用を


支援する目的で、平成１７年２月に設立されました。品川区の行政書士１２名でスタートしてから５年がたち、現在では東京、千葉、神奈川の行政書士、社会保険労務士、司法書士、フィナンシャルプランナーなどの専門職約３０人の会員が参加しています。





�　　　　まずはお気軽にお電話を（０３－３４７２－８５９５）





�　　　　詳しいお話をお伺いし、手続をご案内します（出張相談可）





�　　ご希望の条件に合った担当者をご紹介します





�　　申立手続支援等を行い、成年後見人等に就任します
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　　任意後見契約は、任意後見契約の解除（任意後見監督人選任前の場合、公証人の認証を受けた書面での解除、任意後見監督人選任後の場合、家庭裁判所の許可を受けて解除）、任意後見人の解任、法定後見の開始、本人または任意後見人の死亡・破産等により終了します。

















資料１の挿入
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任意後見制度のメリットとして、（１）自己決定の尊重の理念が最大限に生かされること、（２）任意後見人の代理権の範囲から報酬に関する事項まで当事者間で自由に決めることができることなどが挙げられます。
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任意後見制度のデメリットとして、（１）本人の判断能力（契約締結能力）がすでに不十分な場合、任意後見制度を利用することができないこと、（２）任意後見契約締結後、本人の判断能力が不十分になったとしても、本人・配偶者・４親等内の親族・任意後見受任者が任意後見監督人選任の審判の申立てを行わない限り、任意後見契約が発効せず、任意後見受任者は家庭裁判所等の監督を受けないため、本人の権利が侵害されてしまう（たとえば、本人の財産が勝手に処分されてしまう）恐れがあることなどが挙げられます。


後者のデメリットに対しては、「本人の判断能力が不十分になった場合には任意後見受任者は任意後見監督人選任の審判の申立てを行わなければならない」という旨の義務規定を契約書に盛り込んだり、任意後見契約発効前の任意後見受任者の監督体制を整えたりすることが不可欠だと思われます。
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任意後見契約を締結する際に関連する契約として「見守り契約」「財産管理等委任契約」「死後事務の委任契約」があります。
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「見守り契約」とは、適切な時期に任意後見監督人選任の審判の申立てを行うことができるように、任意後見契約発効前に、任意後見受任者が定期的に本人の安否、心身の状態及び生活の状況を確認することを主な内容とする契約です。





�


「財産管理等委任契約」とは、任意後見契約発効前（本人の判断能力が十分であり、任意後見契約を発効させる段階には至っていない）に、本人の足腰が弱ってしまったり、本人が入院してしまったりして、本人の財産管理をする必要が生じた場合に、財産管理等を委任して代理権を付与する契約です。
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「死後事務の委任契約」とは、本人の葬儀・埋葬等に関する事務を委託し、その事務に関して代理権を付与する契約です。委任契約は、原則として、委任者または受任者の死亡によって終了してしまいますが、委任者が亡くなっても委任契約を終了させない旨の合意をすることにより、本人の死後事務までサポートすることができるようになります。





任意後見契約締結の際には、上記の契約を組み合わせて、委任者本人の意思や自己決定を尊重した、より本人の希望に沿った内容の契約を締結することが大切であると思います。














資料２の挿入
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■　発行所


特定非営利活動法人ライフサポート東京　事務局


〒１４０－０００１　東京都品川区北品川２丁目８番３号


ＴＥＬ　０３－３４７２－８５９５　ＦＡＸ　０３－３４７１－２３８９


　　ＵＲＬ　http://lifesupport.admini-s.com








春子さんと行政太郎さんは、東京家庭裁判所へ行き、ＮＰＯライフサポート東京が申立人となり、「任意後見監督人選任の審判の申立て」を行いました。約１か月後、家庭裁判所より、弁護士・弁護一郎さんが「任意後見監督人」に選任され、「任意後見契約」が発効しました。行政太郎さんは、春子さんの任意後見事務の担当者として、春子さんの預金通帳を預かり、定期的に春子さんのご自宅を訪問し、生活費をお渡ししたり、春子さんに代わって年金・税金等の手続を行ったり、その他生活の困りごとの相談に乗ったりしたため、春子さんは、安心して毎日過ごせるようになりました。





ところで、春子さんと行政太郎さんは、「任意後見契約」締結から「契約後見契約」発効までの間の１０年間、一度も会わなかったのでしょうか。それではお互いの状況もわかりませんし、何よりも、せっかく「任意後見契約」を締結しても、将来、本当に任意後見人による支援が必要になったときに、適切に「任意後見監督人選任の審判の申立て」を行うことができません。実は、春子さんは、ＮＰＯライフサポート東京との間で、「任意後見契約」のほかに「見守り契約」などの関連契約を締結していたのです。「任意後見契約」発効までの１０年間、行政太郎さんは、定期的に春子さんのご自宅を訪問し、春子さんと世間話をしたり、生活の困りごとの相談に乗ったりして、春子さんとすっかりお茶飲み友達になっていました。この見守りの継続、信頼関係の構築こそが、「成年後見制度」における最も大切なものだと言えるでしょう。
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